
貸 借 対 照 表

令和５年 ３月３１日 （決算修正・整理月）

(単位 円)

資 産 の 部

科              目 本 年 度 末 前 年 度 末 増       減

固定資産 334,853,628 260,985,129 73,868,499 

有形 固定 資産 334,843,428 260,974,929 73,868,499 

建          物 293,638,773 236,121,515 57,517,258 

構    築    物 4,682,856 4,398,535 284,321 

教育研究用機器備品 23,868,337 15,639,694 8,228,643 

管理用機器備品 11,270,875 2,133,699 9,137,176 

図          書 1,382,585 1,382,585 0 

車          両 2 1,298,901  △ 1,298,899 

特  定  資  産 0 0 0 

その他の固定資産 10,200 10,200 0 

預    託    金 10,200 10,200 0 

流動資産 336,440,285 354,381,195  △ 17,940,910 

現  金  預  金 332,043,816 350,132,608  △ 18,088,792 

未  収  入  金 4,190,258 4,030,554 159,704 

前    払    金 37,105 74,210  △ 37,105 

立    替    金 59,106 33,823 25,283 

仮    払    金 110,000 110,000 0 

資産の部合計 671,293,913 615,366,324 55,927,589 

負 債 の 部

科              目 本 年 度 末 前 年 度 末 増       減

固定負債 929,269 2,542,376  △ 1,613,107 

退職給与引当金 929,269 2,542,376  △ 1,613,107 

流動負債 76,221,246 87,073,019  △ 10,851,773 

未    払    金 13,516,549 8,806,474 4,710,075 

前    受    金 47,315,147 45,472,822 1,842,325 

預    り    金 15,389,550 32,793,723  △ 17,404,173 

負債の部合計 77,150,515 89,615,395  △ 12,464,880 

純 資 産 の 部

科              目 本 年 度 末 前 年 度 末 増       減

基本金 416,535,237 326,285,992 90,249,245 

第１号 基本金 402,535,237 312,285,992 90,249,245 

第４号 基本金 14,000,000 14,000,000 0 

繰越収支差額 177,608,161 199,464,937  △ 21,856,776 

翌年度繰越収支差額 177,608,161 199,464,937  △ 21,856,776 

純資産の部合計 594,143,398 525,750,929 68,392,469 

負債及び純資産の部合計 671,293,913 615,366,324 55,927,589 



注記 1.重要な会計方針

  (1)引当金の計上基準

徴収不能引当金

未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上することとしている。

退職給与引当金

退職金の支給に備えるため、退職金期末要支給額12,653,100 円の100％を計上している。

  (2)その他の重要な会計方針

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

預り金に係る収入と支出は相殺して表示している。

仮受金に係る収入と支出は相殺して表示している。

仮払金に係る収入と支出は相殺して表示している。

立替金に係る収入と支出は相殺して表示している。

教育活動に付随する活動に係る収支の表示方法

補助活動事業について総額で表示している。

2.重要な会計方針の変更等。

重要な会計方針の変更なし

3.減価償却額の累計額の合計額 69,086,227円

4.徴収不能引当金の合計額 0円

5.担保に供されている資産の種類及び額

該当なし

6.翌年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額: 1,394,418円

7.当該会計年度の末日において第４号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策

第4号基本金に相当する資金を有しており、該当なし

8.その他の財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

該当なし


